
指導医療官（医科）募集

近畿厚生局では、医学上の専門的知見から、保険診療の取扱いや診療報酬請求の内容等
について保険医療機関等に対する指導・監督等を行う指導医療官（医科担当）を募集して
います。

採用条件

１ 指導医療官（医科担当）とは

・医師の資格を持ち、
・厚生労働省の地方厚生（支）局または都府県事務所に勤務し、
・保険医療機関等や保険医等に対する指導・監督等を行う
厚生労働技官です。

業務内容

２ 主な職務内容

・保険医療機関等及び保険医等に対して、保険診療の取扱いや診療報酬請求
事務、診療報酬改定内容について、集団指導または個別指導等を行います。

・診療内容又は診療報酬請求に不正又は著しい不当が疑われる保険医療機関
等に対する監査を行います。

・保険者、審査支払機関、保険医療機関等及び保険医等に対する診療報酬の
疑義解釈、点数表解釈等に関する指導、助言を行います。

１ 採用予定官職

・国家公務員（厚生労働技官）として採用されます。

２ 応募資格

・医師免許を有する方

・日本国籍を有し、保険医として登録している方

・病院又は診療所において、原則として５年以上の臨床経験を有する方

○お問い合わせ先
近畿厚生局管理課
06-6942-2248

３ 任期付指導医療官

・大学病院等に勤務している方、又は退職後概ね２年以内である方は、期
間を決めて任期付指導医療官として採用することも可能です。
（注）任期は最大5年。採用基準等は（任期のない）指導医療官と異なる部分があり

 ます。



給与等

勤務の

態 様

１ 年収（見込み）約1,100～1,300万円
（給与・手当を含みます。）
（勤務地や採用時の年齢等によって異なります。）

一般職の職員の給与に関する法律に基づき、医療職俸給表（一）が適用
され、経験年数等に応じて給与が決定されます。
また、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当、超過勤務手当
などが支給されます。

２ 休暇等

■休日：土曜、日曜、年末年始、祝祭日

■休暇：年次休暇（年間２０日間）のほか、病気休暇、介護休暇
特別休暇（夏季休暇、結婚・出産に伴う休暇等）

１ フレックスタイム制

通常の勤務時間は、本局（医療課・指導監査課）は９時１５分から１８時
００分、各府県事務所は８時３０分から１７時１５分ですが、自己申告に
基づき、勤務開始時間と終了時間を変更することが可能です。

２ 外部医療機関等での研修

指導医療官の業務に支障が生じない範囲で、週１日程度を限度として、最
新の医療技術を有する大学病院等で診療や研修に参加することができます。

３ 宿 舎

希望により宿舎の貸与が受けられます。

４ その他の福利厚生

国家公務員共済組合に加入し、病気、負傷に関連した給付を受けること
ができるほか、厚生年金制度の適用を受けることができます。

５ 定年等（令和８年度時点）
・定年は６７歳になった年度の３月３１日です。 

（注）令和５年度から定年６５歳が２年に１歳ずつ段階的に引き上げられ、

 令和１３年度に７０歳になります。

・定年後に１年更新で最大３年間の勤務延長ができる制度があります。
（現行において、最長で７０歳になった年度の３月３１日まで）

・７０歳以降は、保険指導医（非常勤）として勤務することが可能です。
（年齢制限なし）

  

３ 子ども・子育て支援の推進

子育て中の医師の仕事と家庭を両立する仕組みがたくさん整備されていま

す。

■育児休業：子が３歳になるまでの間、男女を問わず取得できます。

■育児短時間勤務：小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、
   短時間の勤務が可能です。

■育児時間：小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員であれ
ば、１日につき２時間まで又は１年につき１０日相当の時間
まで育児時間を取得できます。
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